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左
記
事
項
に
つ
い
て
、
政
府
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

一 

二
〇
〇
四
年
の
年
金
改
悪
に
あ
た
っ
て
は
、
保
険
料
の
引
き
上
げ
、
年
金
の
引
き
下
げ
な
ど
、
こ
れ
以
上
の
年
金
改
悪
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

二 

公
的
年
金
等
控
除
の
縮
小
・
廃
止
な
ど
、
年
金
へ
の
課
税
強
化
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

三 

基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
を
二
分
の
一
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
そ
の
財
源
は
公
共
事
業
な
ど
歳
出
の
見
直
し
で
捻
出
し
、
消
費
税
増
税
に
求
め

な
い
こ
と
。 

四 

年
金
積
立
金
を
株
式
投
資
に
使
わ
な
い
こ
と
。
過
大
な
積
立
金
は
、
保
険
料
の
引
き
下
げ
と
給
付
の
改
善
に
活
用
す
る
こ
と
。 

五 

全
額
国
庫
負
担
に
よ
る
「
最
低
保
障
年
金
制
度
」
を
つ
く
り
、
す
べ
て
の
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

（
理 

由
） 

二
〇
〇
三
年
四
月
か
ら
、
受
給
中
の
年
金
額
が
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
史
上
初
め
て
の
こ
と
で
、
高
齢
者
の

生
活
を
直
撃
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
政
府
は
、
二
〇
〇
四
年
の
年
金
改
革
に
向
け
て
制
度
の
大
改
悪
を
行
お
う
と
し
て
い
ま
す
。 

年
金
改
正
法
案
は
、
厚
生
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
は
本
年
十
月
か
ら
現
行
十
三
・
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
労
使
折
半
）
を
毎
年
〇
・
三
五
四
パ
ー

セ
ン
ト
ず
つ
引
き
上
げ
、
二
〇
一
七
年
に
は
十
八
・
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
る
、
国
民
年
金
も
厚
生
年
金
の
引
き
上
げ
に
見
合
っ
て
引
き
上
げ
る

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。 

一
方
、
給
付
水
準
は
、
労
働
者
の
平
均
手
取
り
賃
金
に
対
す
る
割
合
を
、
現
行
の
五
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
引
き
下
げ

る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
基
礎
年
金
国
庫
負
担
の
二
分
の
一
へ
の
引
き
上
げ
は
先
送
り
し
て
い
ま
す
。 



 

物
価
ス
ラ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
四
年
度
も
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
引
き
下
げ
を
行
お
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
下
落
分
は
引
き

下
げ
ま
す
が
、
上
昇
分
は
調
整
措
置
を
講
じ
て
引
き
下
げ
幅
を
縮
小
し
ま
す
。
賃
金
ス
ラ
イ
ド
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
賃
金
が
上
が
っ
て
も
ス

ラ
イ
ド
せ
ず
、
逆
に
下
が
っ
た
と
き
は
そ
の
分
を
引
き
下
げ
る
と
い
う
、
全
く
理
不
尽
な
も
の
で
す
。 

さ
ら
に
重
大
な
こ
と
は
、
給
付
水
準
の
引
き
下
げ
を
、
国
会
の
審
議
抜
き
に
政
府
が
自
動
的
に
行
う
仕
組
み
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。 

そ
の
う
え
政
府
は
、
所
得
税
に
関
し
、
老
年
者
控
除
の
廃
止
、
公
的
年
金
控
除
の
縮
小
を
二
〇
〇
四
年
度
予
算
案
に
盛
り
込
ん
で
お
り
、
こ
れ

に
連
動
す
る
住
民
税
・
国
民
健
康
保
険
料
・
介
護
保
険
料
の
引
き
上
げ
と
合
わ
せ
れ
ば
、
多
く
の
高
齢
者
は
年
額
十
万
円
を
越
え
る
負
担
増
と
な

り
ま
す
。
す
で
に
与
党
間
で
は
所
得
税
の
定
率
減
税
の
縮
小
・
消
費
税
の
増
税
を
合
意
し
て
い
ま
す
が
、
一
方
、
大
企
業
・
大
金
持
ち
へ
の
優
遇

税
制
に
は
一
切
手
を
付
け
よ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
に
、
政
府
が
打
ち
出
し
て
い
る
年
金
改
革
は
、
保
険
料
の
重
い
負
担
に
苦
し
ん
で
い
る
労
働
者
、
国
民
の
暮
ら
し
、
月
額
平
均
四
万

五
千
円
と
い
う
国
民
年
金
受
給
者
を
は
じ
め
、
年
金
生
活
者
へ
の
配
慮
が
ひ
と
か
け
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

厚
生
年
金
・
国
民
年
金
な
ど
の
積
立
残
高
は
、
合
計
二
百
三
十
六
兆
円
（
二
〇
〇
一
年
度
末
）
の
巨
額
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
厚
生
年
金

積
立
金
に
つ
い
て
は
、
株
式
運
用
の
失
敗
で
累
積
損
失
六
兆
円
超
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
責
任
は
全
く
不
問
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

無
年
金
者
・
無
年
金
障
害
者
が
七
十
万
人
以
上
、
未
加
入
者
・
未
納
者
・
免
除
者
な
ど
、
や
が
て
無
年
金
・
低
年
金
と
な
る
人
は
九
百
万
人
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、「
誰
で
も
掛
け
金
な
し
で
八
万
円
」
の
最
低
保
障
年
金
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
強

く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

す
で
に
、
千
五
百
近
い
地
方
議
会
が
、「
最
低
保
障
年
金
制
度
の
創
設
」
を
求
め
て
意
見
書
を
国
に
提
出
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
連
の
社
会
権

規
約
委
員
会
は
、
日
本
政
府
に
対
し
て
「
年
金
制
度
に
最
低
年
金
を
導
入
す
る
こ
と
」
を
勧
告
し
て
お
り
、
政
府
は
国
連
に
対
し
、
二
〇
〇
六
年

ま
で
に
報
告
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
最
低
保
障
年
金
制
度
を
求
め
る
流
れ
は
、
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

以
上
の
趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、
右
事
項
の
実
現
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

以 
 

上 


